
資料５－１

土壌汚染対策法の概要

○ 対象物質 ： 汚染された土壌の直接摂取（摂食又は皮膚接触）による健康影響
（特定有害物質） －表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等

地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
－地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目

○ 仕 組 み

調 査

指 定 及び 公 示
（台帳に記載）

指定区域の管理

※ 土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を助成し、助言、啓発普及
等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置。

汚染の除去が行われた場合には、
指定区域の指定を解除・公示

【土地の形質の変更の制限】

・指定区域において土地の形質変更を
しようとする者は、都道府県に届出
・適切でない場合は、都道府県が計画
の変更を命令

都道府県が指定・公示するとともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧

非指定区域

・水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき。

※指定調査機関（環境大臣が指定）が調査調査・報告

【汚染の除去等の措置】

・指定区域の土壌汚染による健康被害が
生ずるおそれがあると認めるときは、
都道府県が汚染原因者（汚染原因者が

） 、不明等の場合は土地所有者等 に対し
汚染の除去等の措置の実施を命令。

【直接摂取によるリスク】
①立入制限 ②舗装
③覆土 ④封じ込め
⑤浄化

【地下水等の汚染経由のリスク】
①地下水のモニタリング
②封じ込め
③浄化

する
土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合
（現行の土壌環境基準を想定）

指定区域

^

^

^

^

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）

しない
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中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置について

平成１３年３月２８日

平成１４年７月 ２日改正

土 壌 農 薬 部 会 決 定

中央環境審議会議事運営規則（平成１３年１月１５日中央環境審議会決

定）第９条第１項の規定に基づき、中央環境審議会土壌農薬部会に置く専門

委員会について、次のとおり定める。

１．中央環境審議会土壌農薬部会に、農薬専門委員会及び土壌汚染技術基準

等専門委員会を置く。

２．農薬専門委員会は、農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲

げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件（昭和４６年３月農林

省告示第３４６号）第１号イ及び第４号の環境大臣の定める基準（以下

「作物残留及び水質汚濁に係る基準」という。）の設定及び改定に関する

事項その他農薬による環境汚染の防止に係る専門的事項を調査する。

なお、作物残留及び水質汚濁に係る基準の設定及び改定に関する事項に

ついては、当部会に対し当該事項に係る付議があった場合に直ちに調査を

行い、その結果を当部会に報告するものとする。

３．土壌汚染技術基準等専門委員会は、土壌汚染対策法に係る技術的事項等

について調査する。

４．専門委員会に属すべき委員、臨時委員又は専門委員は部会長が指名する。

５．専門委員長は、専門委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期

日、場所及び議案を同専門委員会に属する委員、臨時委員又は専門委員に

通知するものとする。

６．部会長は、農薬専門委員会及び土壌汚染技術基準等専門委員会に出席し、

意見を述べることができる。



土壌汚染対策法の政省令検討スケジュール

５月22日 土壌汚染対策法成立（５月29日公布）

６月18日 「土壌汚染対策法に係る技術的事項について」

中央環境審議会に諮問

７月２日 中央環境審議会土壌農薬部会（第９回）

・諮問事項を土壌農薬部会に付議

・同部会に土壌汚染技術基準等専門委員会を設置

７月５日 土壌汚染技術基準等専門委員会（第１回）

・土壌汚染対策法に係る技術的事項について

７月16日 土壌汚染技術基準等専門委員会（第２回）

・関係者からのヒアリング

①構想日本

②(社)不動産協会

③(社)日本経済団体連合会

・土壌汚染対策法に係る技術的事項について

８月６日 専門委員会において中間的な取りまとめ

８月７日 パブリックコメントの募集開始（～９月３日）

９月中旬 部会への報告を取りまとめ

土壌汚染対策法政省令制定

～

平成15年

１月 土壌汚染対策法施行（予定）




